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和
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十
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日
東
京
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和
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十
七
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第
四
条
常
置
委
員
会
は
、
所
長
、
所
長
代
行
者
並
び
に
本
庁
民
事
部
及
び
本
庁
刑
事
部
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
各
部
に
配
置

さ
れ
た
裁
判
官
の
う
ち
か
ら
選
出
す
る
各
七
人
の
常
置
委
員
及
び
立
川
支
部
に
お
い
て
、
立
川
支
部
長
及
び
そ
の
各
部
に
配
置
さ

れ
た
裁
判
官
の
う
ち
か
ら
選
出
す
る
一
人
の
常
置
委
員
で
組
織
す
る
。

れ
た
裁
判
官
の
う
ち
か
ら
選
出
す
る
一
‐

２
常
置
委
員
の
選
出
方
法
及
び
任
期
は
、

別
に
定
め
る
。

－2‐



（
所
長
代
行
者
）

第
二
十
四
条
東
京
地
方
裁
判
所
に
所
長
代
行
者
を
置

２
所
長
代
行
者
は
、
所
長
を
常
時
補
佐
し
、
所
長
に

３
所
長
代
行
者
は
、
常
置
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で

４
所
長
代
行
者
は
、
本
庁
民
事
部
及
び
本
庁
刑
事
部

を
選
出
し
、
立
川
支
部
に
お
い
て
は
、
支
部
長
を
こ

所
長
を
常
時
補
佐
し
、
所
長
に

本
庁
民
事
部
及
び
本
庁
刑
事
部

所
長
に

５
民
事
部
及
び
刑
事
部
に
お
け
る
所
長
代
行
者
の
選
出
方
法
及
び
任
期
は
、
別
に
定
め
る
。

６
東
京
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
で
東
京
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
を
兼
ね
る
者
が
同
裁
判
所
の
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
裁
判
官

差
支
ゞ

常
置
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

差
支
え

に
お
い
て
、
与

部
に
お
い
て
は
、
支
部
長
を
こ
れ
に
充
て
る
。
そ

が
あ
る
と
き
は
、

Ｏ

く

れ
ぞ
れ
そ
の
各
部
に
配
置
さ
れ
た
判
事
の
う
ち
か
ら
各
二
人

そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。
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７
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
所
長
代
行
者
と
す
る
。

一
本
庁
民
事
第
二
十
一
部
の
部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官
に
指
名
さ
れ
た
者

二
本
庁
民
事
第
八
部
、
第
二
十
部
、
第
二
十
九
部
、
第
四
十
部
、
第
四
十
六
部
及
び
第
四
十
七
部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官

に
指
名
さ
れ
た
者
の
う
ち
所
長
か
ら
指
名
さ
れ
た
者

８
前
項
第
一
号
の
所
長
代
行
者
は
、
同
号
の
部
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
執
行
セ
ン
タ
ー
に
係
る
業
務
に
限
り
、
前
項
第
二
号

の
所
長
代
行
者
は
、
同
号
の
部
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
の
中
目
黒
庁
舎
に
係
る
業
務
に
限
り
、
前
項
第
三
号
の
所
長
代
行
者
は
、

同
号
の
部
に
係
る
業
務
に
限
り
、
所
長
を
常
時
補
佐
し
、
所
長
に
差
し
支
え
が
あ
る
と
き
に
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

代
行
者
と
す
る
。

に
指
名
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
所
長
で
あ
る
と
き
を
除
き
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
所
長
代
行
者
の
ほ
か
、
そ
の
者
を
所
長

一
一
一

五
部
、
第

さ
れ
た
者

本
庁
民
事
第
二
部
、
第
三
部
、
第
十
一
部
、
第
十
四
部
、
第
十
九
部
、
第
三
十
部
、
第
三
十
三
部
、
第
三
十
四
部
、
第
三
十

部
、
第
三
十
六
部
、
第
三
十
八
部
及
び
第
五
十
一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官
に
指
名
さ
れ
た
者
の
う
ち
所
長
か
ら
指
名

‘

リ
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ｆ
徐
難
譲
翌
寓
昴
酔
馳

叩
”
少
年
夕
弐
や

’

（
趣
旨
）

第
一
条
東
一

一
条
東
京

（
常
置
委
員
及
び
所
長
代
行
者
の
選
挙
）

第
二
条
本
庁
民
事
部
又
は
本
庁
刑
事
部
に
お
い
て
常
置
委
員
又
は
所
長
代
行
者
を
選
出
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
本
庁
民
事
部
又

は
本
庁
刑
事
部
の
各
部
に
配
置
さ
れ
た
判
事
及
び
判
事
の
権
限
を
有
す
る
判
事
補
を
選
挙
人
と
す
る
選
挙
に
よ
る
。

第
三
条
前
条
の
選
挙
は
、
い
ず
れ
も
毎
年
十
二
月
中
に
行
う
。

２
前
項
に
定
め
る
ほ
か
、
本
庁
民
事
部
又
は
本
庁
刑
事
部
に
畦

本
庁
民
事
部
又
は
本
庁
刑
事
部
に
お

委
員
及
び
所
長
代
行
者
選
出
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
二
十
三
日
裁
判
官
会
議
決
議
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

地
方
裁
判
所
司
法
行
政
事
務
処
理
規
程
第
四
条
の
常
置
委
員
及
び
同
規
程
第
二
十
四
条
第
四
項
の
所
長
代
行
者
（
立

川
支
部
長
が
充
て
ら
れ
る
所
長
代
行
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
選
出
方
法
及
び
任
期
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ

ラ
（
）
０

常
置
委
員
及
び
所
長
代
行
者
の
選
出
方
法
及
び
任
期
に
関
す
る
規
程

い
て
選
出
し
た
常
置
委
員
又
は
所
長
代
行
者
に
欠
員
を
生
じ
た
場

改
正
改
正
改
正

東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
二
号

平
成
十
三
年
十
二
月
十
八
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
五
号

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
六
号

平
成
三
十
年
六
月
二
十
八
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
一
号

O

G

昭
和
五
十
七
年
六
月
十
七
日
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第
五
条
所
長
は
、
選
挙
長
と
な
り
、
選
呼

２
投
票
及
び
開
票
を
管
理
さ
せ
る
た
め
、

３
選
挙
管
理
人
は
、
選
挙
人
の
中
か
ら
、

第
四
条
選
挙
の
期
日
、
投
票
所
及
び
投
票
時
間
は
、
所
長
が
定
哩

２
所
長
は
、
遅
く
と
も
選
挙
の
期
日
の
七
日
前
に
、
前
項
の
事
吾

第
五
条
所
長
は
、
選
挙
長
と
な
り
、
選
挙
の
事
務
を
総
理
す
る
。

所
長
が
定
め

第
六
条
投
票
は
、
第
三
条
第
一
項
の
》

は
い
ず
れ
も
単
記
無
記
名
式
で
行
う
。

項
の
選

２
投
票
用
紙
は
、
選
挙
の
当
日
、
投
票
所
に
お
い
て
選
挙
人
に
交
付
す
る
。

第
七
条
投
票
は
、
投
票
時
間
内
に
、
投
票
所
に
お
い
て
、
選
挙
管
理
人
の
立
会
い
の
下
に
行
う
。

２
公
務
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
期
日
に
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
選
挙
人
は
、
前
条
第
二
項
及
び
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙
長
に
届
け
出
て
、
期
日
前
に
選
挙
長
の
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
投
票
用
紙
の
交
付

を
受
け
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
選
挙
長
が
そ
の
投
票
を
開
票
ま
で
保
管
す
る
。

第
八
条
開
票
は
、
投
票
終
了
後
直
ち
に
、
選
挙
長
及
び
選
挙
管
理
人
の
立
会
い
の
下
に
行
う
。

第
八
条
開
票
は
、
投
票
終
了
後
直
ち
に
、
選
挙
長
及
び
選
挙
鑑

第
九
条
有
効
投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
を
も
っ
て
当
選
人
と
し
、
得
票
数
が
同
じ
で
あ
る
と
き
は
、
抽
せ
ん
に
よ
っ
て
当
選
人
を

定
め
る
。
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
常
置
委
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
同
様
の
方
法
で
次
点
者
三
人
及
び
そ
の
間
の

２
開
票
の
結
果
は
、
開
票
後
直
ち
に
、
投
票
所
に
掲
示
す
る
。

合
（
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
常
函

時
か
ら
一
か
月
以
内
に
補
欠
選
挙
を
行
う
。 常
置

挙
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
二
名
連
記
無
記
名
式
で
、
同
条
第
二
項
の
補
欠
選
挙
に
お
い
て

委
員
の
欠
員
が
補
充
さ
れ
る
と
き
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
欠
員
を
生
じ
た

所
長
が
委
嘱
す
る
。

選
挙
管
理
人
二
人
を
置
く
。 る。

前
項
の
事
項
を
選
挙
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
二
条
当

な
ら
な
い
。

第
十
一
条
立
川
支
部
に
お
け
る
坐

会
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

立
川
支
部
に
お
け
る
常

れ
も
、
前
項
後
段
の
次
点
者
を
順
次
繰
上
心

第
十
条
当
選
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
‐

２
三
回
以
上
連
続
し
て
当
選
し
た
者
は
、
一

（
立
川
支
部
に
お
け
る
常
置
委
員
の
選
出
）

前
項
後
段
の
次
点
者
を
順
次
繰
上
げ

正
当
な
理
由
が
あ
る
と

（
常
置
委
員
又
は
所
長
代
行
者
の
任
期
）

第
十
三
条
常
置
委
員
又
は
所
長
代
行
者
の
任
期
は
、
い
奎

年
の
一
月
一
日
か
ら
一
年
間
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 い
ず

２
第
三
条
第
二
項
の
補
欠
選
挙
で
当
選
し
た
常
置
委
員
若
し
く
は
所
長
代
行
者
又
は
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
月
二
日
以

降
に
繰
上
げ
当
選
し
た
常
置
委
員
の
任
期
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
任
者
の
残
期
間
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
立

川
支
部
か
ら
補
欠
と
し
て
選
出
さ
れ
た
常
置
委
員
の
任
期
も
、
同
様
と
す
る
。

第
十
四
条
常
置
委
員
又
は
所
長
代
行
者
は
、
選
出
時
に
所
属
し
た
本
庁
民
事
部
、
本
庁
刑
事
部
又
は
立
川
支
部
か
ら
他
に
配
置
換

２
常
置
委
員
の
選
挙
の
当
選
人
が
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
選
を
辞
し
た
場
合
又
は
常
置
委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
い
ず

順
位
を
定
め
る
。

（
常
置
委
員
又
は
所
長
代
行
者
の
告
示
）

‐
二
条
常
置
委
員
又
は
所
長
代
行
者
と
な
る
者
が
確
定
し
た
と
き
は
、
所
長
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
氏
名
を
告
示
し
な
け
れ
ば

当
選
人
と
す
る
。

置
委
員
の
選
出
は
、
毎
年
十
一
月
又
は
十
二
月
に
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
方
法
は
、
立
川
支
部

き
は
、
そ
の
所
属
す
る
各
部
会
議
の
承
認
を
得
て
、
当
選
を
辞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
当
選
し
た
者
は
、
前
項
の
承
認
を
得
な
い
で
、
当
選
を
辞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
も
、

第
三
条
第
一
項
の
選
挙
及
び
第
十
一
条
の
選
出
が
行
わ
れ
た
翌
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え
さ
れ
た
と
き
は
、

第
十
五
条
常
置
委
巨

る
こ
と
が
で
き
る
。

常
置
委
員

第
十
六
条
任
期
の
満
了
に
よ
っ
て
退
任
し
た
常
置
委
員
又
は
所
長
代
行
者
は
、
新
た
に
選
出
さ
れ
る
常
置
委
員
又
は
所
長
代
行
者

に
つ
い
て
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
所
長
の
告
示
が
あ
る
ま
で
は
、
な
お
そ
の
任
務
を
行
う
。

2

附
則

１
こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
改
正
前
の
委
員
及
び
所
長
代
行
者
選
出
規
則
に
よ
る
委
員
又
は
所
長
代
行
者
の
選
挙
で
当
選
し
た
者
は
、
こ
の
規
程
第
十
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
規
程
に
よ
る
常
置
委
員
又
は
所
長
代
行
者
の
選
挙
で
当
選
し
た
者
と
み
な
す
。

1

そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
規
程
の
規
定
』

め
ら
れ
た
者
と
み
な
し
、
そ
の
存

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
施
行
の
際
現
に
委
員
若
し
く
は
所
長
代
行
者
に
選
出
さ
れ
、
又
は
委
員
の
選
挙
で
次
点
者
と
定
め
ら
れ
て
い
る
者
は
、

れ
ぞ
れ
、
こ
の
規
程
の
規
定
に
よ
り
常
置
委
員
若
し
く
は
所
長
代
行
者
に
選
出
さ
れ
、
又
は
常
置
委
員
の
選
挙
で
次
点
者
と
定

ら
れ
た
者
と
み
な
し
、
そ
の
任
期
又
は
常
置
委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
繰
上
げ
当
選
者
と
さ
れ
る
期
間
は
、
昭
和
五
十
七
年

附
則
（
抄
）

こ
の
規
程
は
、
壺

附
則
（
抄
）
平

又
は
所
長
代
行
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
所
属
す
る
各
部
会
議
の
承
認
を
得
て
、
辞
任
す

成
十
四
年
二
月
一

直
ち
に
退
任
す
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。
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こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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